
07豊島区景観形成ガイドライン

（１）景観形成に取り組むにあたって

　

に
め
じ
は

　建築物、工作物の計画を行う際には、次の３つの点を確認し、景観形成基準に沿った計画・設
計を行ってください。

　建築物、工作物の計画に先立ち、豊島区景観計画第５章に記載してある地域別景観まちづ
くり方針を確認し、地域の特性や資源を理解した上で、計画を進めることが望まれます。

○計画地周辺の地域の特性などの理解

確認すること 見るもの 閲覧可能な場所

標目のりくづちま観景 ・
点視のりくづちま観景別域地 ・

豊島区景観形成ガイドラ
イン【建築物編】

本冊子P10～ 13

　建築物、工作物の計画を行う際には、計画地の一般地域の区分を確認し、区分に応じた景
観形成基準に沿った計画・設計を行ってください。計画地が複数の一般地域にまたがってい
る場合には、該当する一般地域の区分を確認しましょう。

確認すること 見るもの 閲覧可能な場所

・計画地の用途地域 豊島区都市計画図 行政情報コーナーで販売。
区のホームページの豊島区地図情報シ
ステムで住所等から用途地域を確認可
能。

・計画地の一般地域の区分 豊島区景観形成ガイドラ
イン【建築物編】

本冊子P8

○計画地の一般地域の区分を確認

　計画地が景観形成特別地区に該当する場合は、一般地域の区分に応じた景観形成基準に加
えて、景観形成特別地区の景観形成基準に沿った計画・設計とする必要があります。

確認すること 見るもの 閲覧可能な場所

該に区地別特成形観景、が地画計 ・
当するか

基成形観景、の区地別特成形観景 ・
準

豊島区景観形成ガイドラ
イン【建築物編】

本冊子P8で景観形成特別地区の範囲を
確認し、各該当地区の区域図で該当かど
うか確認。（神田川沿川→P34、六義園
周辺→P40、池袋駅東口駅前広場・グリー
ン大通り沿道→P44）

○計画地が景観形成特別地区に該当するか確認
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基本事項
第2章
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第１章　はじめに

に法観景、つつし承継をみ組り取の例条成形ィテニメアたきでん組り取でまれこ、はで区島豊 ○
基づく制度へと移行し、区の景観特性を生かしたきめ細やかな景観づくりを推進するため、平
成28（2016）年３月に「豊島区景観計画」を策定しました。

を等針方本基や標目の成形観景、てけ向に成形の観景な好良いしら区島豊、はで画計観景区島豊 ○
。すまいてし示を」準基成形観景「ためとまをどな項事慮配の際う行を等築建、にもととす 示
計観景区島豊、はで）」ンイラドイガ本「、下以（」編物築建　ンイラドイガ成形観景区島豊「 ○

画に定める事項のうち、建築物・工作物・開発行為の景観形成基準について、建築等を行う際
のポイントや具体的な取り組みイメージなどを示しています。建築物や工作物の計画・設計に
あたって活用してください。

　■本ガイドラインと「豊島区景観計画」との関係

本ガイドラインは、「豊島区景観計画」の建築物・工作物に対する
「景観形成基準」の解説書です。

主な記載事項
豊島区景観計画

・ 豊島区景観条例に
基づく事前協議
・ 景観法に基づく行
為の届出

手引書
必要な書類や

手続きの流れを記載

豊島区景観形成
ガイドライン
景観形成基準を

ポイントやイメージで解説

建築物編
（本ガイドライン）
屋外広告物編

順次策定予定

景観まちづくりの目標
景観まちづくり方針
～豊島区全体～

景観まちづくり方針
～地域別～ 景観形成の基準

島豊、は際う行を等築建 ○
区景観計画を十分理解の
うえ、本ガイドラインを
活用して計画してくださ
い。

くづ基に例条観景区島豊 ○
事前協議にあたっては、
豊島区景観計画のほか、
本ガイドラインを活用し
て協議を行います。

解説・補足

多文化が共生してにぎわう池袋副都心の躍動、日常生活の中に歴史が息づき落ち着いた雰囲
気、人々が触れ合い生み出されるあたたかさなど、彩り豊かな地域の個性が調和して織りなす
都市の魅力を高めていきます。
染井霊園や雑司ケ谷霊園、神田川など地域の資産となるみどりとともに、そこで育まれてきた
文化を守りながら、ゆとりと潤いが感じられる都市空間を形成します。
江戸の園芸文化、池袋モンパルナス、歴史的な建築物、マンガ・アニメをはじめとするサブカル
チャーなど、多彩な文化を育んできた魅力を生かして、誰もが主役になれる「国際アート・カル
チャー都市」にふさわしい景観まちづくりを進めます。

○

○

○

１.　 豊島区が目指す景観まちづくり

　豊島区景観計画において、以下のように景観まちづくりの目標、方針が示されています。

　■５つの景観まちづくり方針の連携イメージ
１　ゆとりと潤いを創出する
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第２章　基本事項

（１）景観まちづくりの目標

　豊かなみどり、人々の温もり、新たな文化の創造など多様な界わいが共鳴し、
心地良い交響曲となって広がる快適な都市空間を創出します。

個性豊かな界わいが響きあう
豊島の景観まちづくり

（２）景観まちづくり方針

　景観まちづくり目標の実現に向けて、景観特性を踏まえた景観まちづくり方針（景観法第8条第3項関係）
は以下の通りです。それぞれの方針は、相互に重なり合いながら連携し、都市の魅力を高める景観の創出
を担っていきます。

歴史・文化個性ある
街並み

ゆとり・潤い

生活・営み地域の特性

個性豊かな
界わいが響きあう
豊島の景観まちづくり

目標

２　歴史を受け継ぎ、新たな文化を創造する

３　人々の生活・営みを映す

４　地域の特性を惹き立てる

５　個性ある街並みを創出し、楽しめる仕組みを構築する
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２.　 屋外広告物の表示等の基本的な考え方

屋外広告物は、東京都屋外広告物条例により許可が必要なものとともに、自家用や公共のものを含め、
位置や規模、色彩などのデザインが地域の特性を踏まえた良好な景観の形成に貢献するようにします。
墓園や大規模な公園の周辺、神田川沿川では、歴史や文化、地形・みどり、建築物などの景観要素と調
和するように配慮します。
歴史的・文化的な建築物などの景観資源周辺では、歴史・文化の趣や雰囲気を残した街並みの形成に
配慮します。
みどりや歴史・文化など景観資源が集まる地区では、良好な景観を阻害する野立て看板などが掲出さ
れないよう案内広告を集約化するとともに、色彩等のデザインは周辺環境との調和に配慮します。

○

○

○

○

11豊島区景観形成ガイドライン　屋外広告物編

　

項
事
本
基

　豊島区景観計画では、良好な景観形成を推進するために、適正な屋外広告物の表示・掲出に向けた基
本的な考え方を示しています。

大規模建築物や高層建築物での屋外広告物は、景観形成に対する影響が大きいことから、表示の位
置や規模について十分に配慮します。
幹線道路では、道路の再整備や周辺のまちづくりなどの機会にあわせて、屋外広告物の表示に関する
地域ルールなどを作成し、地域の特性を踏まえた風格ある景観を形成します。

○

○

建物壁面にデザイン性のある広告物を
設置（豊島区西池袋）

文字サイズが抑えられ、すっきりとシ
ンプルなデザイン（豊島区目白）

箱文字によるシンプルな印象で、公園の
緑と調和した広告物（豊島区南池袋）

店舗等の案内を集約化し、デザインさ
れた広告物（豊島区南池袋）

地域の特性を踏まえ、良好な景観と調和したデザイン

大規模なもの、目立つ場所のデザインは十分に配慮
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12 豊島区景観形成ガイドライン　屋外広告物編

地域の魅力を高める屋外広告物は、大規模で過剰なものの掲出ではなく、地域の特性を踏まえ、統一
的な美しく落ち着いたものであるという視点に立ち、地域ルールを活用した景観形成を推進します。

○

屋外広告物の設置後は、適正な維持・管理を実施し、破損や老朽化、未使用の広告物については速や
かに必要な対策を講じます。

○

広告を窓面内側から離し、最小限の掲出にする
ことですっきりとした印象（豊島区南池袋）

地域の特性に配慮した広告物（豊島区巣鴨）

街並みの個性と魅力を高めるデザイン

広告物の適切な維持管理

第２章　基本事項

屋外広告物に類似した窓面内側からの広告の掲出についても、建築物全体の色彩や意匠、周辺の街
並みとの調和に配慮します。

○

東京都屋外広告物条例の対象外でも目立つ広告物は周辺への調和に配慮
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